
総
務
省
告
示
第
三
百
八
十
八
号 

経
済
施
策
を
一
体
的
に
講
ず
る
こ
と
に
よ
る
安
全
保
障
の
確
保
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第

五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
者
を
特
定
社
会
基
盤
事
業
者
と
し
て
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

令
和
五
年
十
一
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

総
務
大
臣 

鈴
木 

淳
司 

一
㈠ 

特
定
社
会
基
盤
事
業
者
の
指
定
を
受
け
た
者
の
名
称
及
び
住
所 

Ｋ
Ｄ
Ｄ
Ｉ
株
式
会
社 

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
三
番
二
号 

沖
縄
セ
ル
ラ
ー
電
話
株
式
会
社 

沖
縄
県
那
覇
市
松
山
一
丁
目
二
番
一
号 

ソ
フ
ト
バ
ン
ク
株
式
会
社 

東
京
都
港
区
海
岸
一
丁
目
七
番
一
号 

株
式
会
社
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ 

東
京
都
千
代
田
区
永
田
町
二
丁
目
十
一
番
一
号 

東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社 

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
三
丁
目
十
九
番
二
号 

西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社 

大
阪
府
大
阪
市
都
島
区
東
野
田
町
四
丁
目
十
五
番
八
十
二
号 



エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
株
式
会
社 

東
京
都
千
代
田
区
大
手
町
二
丁
目
三
番
一
号 

楽
天
モ
バ
イ
ル
株
式
会
社 

東
京
都
世
田
谷
区
玉
川
一
丁
目
十
四
番
一
号 

Ｎ
Ｔ
Ｔ
リ
ミ
テ
ッ
ド
・
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社 

東
京
都
千
代
田
区
大
手
町
二
丁
目
三
番
一
号 

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
ヤ
フ
ー
株
式
会
社 

東
京
都
千
代
田
区
紀
尾
井
町
一
番
三
号 

㈡ 

特
定
社
会
基
盤
事
業
者
の
指
定
に
係
る
特
定
社
会
基
盤
事
業
の
種
類 

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
事
業
（
同
法
第
百
六

十
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
電
気
通
信
事
業
を
除
く

。） 

㈢ 

特
定
社
会
基
盤
事
業
者
の
指
定
を
し
た
日 

 

令
和
五
年
十
一
月
十
六
日 

二
㈠ 

特
定
社
会
基
盤
事
業
者
の
指
定
を
受
け
た
者
の
名
称
及
び
住
所 

 
 

 

日
本
放
送
協
会 

東
京
都
渋
谷
区
神
南
二
丁
目
二
番
一
号 

株
式
会
社
Ｔ
Ｂ
Ｓ
テ
レ
ビ 

東
京
都
港
区
赤
坂
五
丁
目
三
番
六
号 

株
式
会
社
テ
レ
ビ
朝
日 

東
京
都
港
区
六
本
木
六
丁
目
九
番
一
号 



株
式
会
社
テ
レ
ビ
東
京 

東
京
都
港
区
六
本
木
三
丁
目
二
番
一
号 

株
式
会
社
フ
ジ
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン 

東
京
都
港
区
台
場
二
丁
目
四
番
八
号 

日
本
テ
レ
ビ
放
送
網
株
式
会
社 

東
京
都
港
区
東
新
橋
一
丁
目
六
番
一
号 

㈡ 

特
定
社
会
基
盤
事
業
者
の
指
定
に
係
る
特
定
社
会
基
盤
事
業
の
種
類 

放
送
事
業
の
う
ち
、
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
二
条
第
十
五
号
に
規
定
す
る
地
上
基
幹
放
送

を
行
う
も
の 

㈢ 

特
定
社
会
基
盤
事
業
者
の
指
定
を
し
た
日 

令
和
五
年
十
一
月
十
六
日 

三
㈠ 

特
定
社
会
基
盤
事
業
者
の
指
定
を
受
け
た
者
の
名
称
及
び
住
所 

日
本
郵
便
株
式
会
社 

東
京
都
千
代
田
区
大
手
町
二
丁
目
三
番
一
号 

㈡ 

特
定
社
会
基
盤
事
業
者
の
指
定
に
係
る
特
定
社
会
基
盤
事
業
の
種
類 

郵
便
事
業 

㈢ 

特
定
社
会
基
盤
事
業
者
の
指
定
を
し
た
日 



令
和
五
年
十
一
月
十
六
日 

 


